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（全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務）
第二十八条
７ 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務
に関して知り得た届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

罰則
第五十五条 第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等
の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

（全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務）
第二十九条
７ 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務
に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
てはならない。

基本編
１７ページ



4

基本編
１７ページ



5

基本編
１７ページ

数字４桁の番号２つ
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• インターネット回線に接続しているパソコンしかない場合は，
個人情報の漏洩を防ぐため，インターネット回線の接続を一時的
に外してから作業を行っていただくようにお願いします。
例）ＬＡＮケーブルを抜く

無線ＬＡＮの接続を切る

• 作成した届出対象情報を一時保存・保管する場合も同様，イン
ターネット回線に接続しているパソコンに保存しないでください。
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USBメモリで届出されたい施設は，
全がん様式1‐2「全国がん登録オンライン

システム以外での届出について（申請）」
をご提出ください。
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個人情報を
移送する際は

必ず明記してください。
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【がん登録推進法】

秘密保持や適切な管理等

⇒ がん登録推進法第三十条から三十四条，第三十六条から第三十八条

罰則

⇒ がん登録推進法第五十二条，第五十四条，第五十六から第五十八条
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